
○指定介護老人福祉施設（１単位＝\10.45）

※下記の料金は日額です。

要介護度 単位 １割負担分 ２割負担分 ３割負担分 要介護度 単位 １割負担分 ２割負担分 ３割負担分

要介護１ 573 ¥599 ¥1,198 ¥1,797 要介護１ 573 ¥599 ¥1,198 ¥1,797

要介護２ 641 ¥670 ¥1,340 ¥2,010 要介護２ 641 ¥670 ¥1,340 ¥2,010

要介護３ 712 ¥744 ¥1,488 ¥2,232 要介護３ 712 ¥744 ¥1,488 ¥2,232

要介護４ 780 ¥816 ¥1,631 ¥2,446 要介護４ 780 ¥816 ¥1,631 ¥2,446

要介護５ 847 ¥886 ¥1,771 ¥2,656 要介護５ 847 ¥886 ¥1,771 ¥2,656

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

¥38 ¥76 ¥113

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

¥5 ¥9 ¥13

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

¥9 ¥17 ¥25

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

¥14 ¥27 ¥41

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,360

第１段階 第２段階 第３段階①② 第４段階

¥320 ¥420 ¥820 ¥1,171

¥0 ¥370 ¥370 ¥855

※加算料金について

・入所初月は、初期加算（入所日から30日以内と1ヵ月以上の入院後の再入所も同様）が1日につき32円加算されます。

・病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊をされた場合、1月に6日を限度として

　1日につき257円加算されます。

・安全対策体制加算については、入所時に１回を限度として20円加算されます。

・褥瘡マネジメント加算Ⅱについては、1ヵ月に1回を限度として1月に14円加算されます。

　ご利用者に褥瘡が発生した場合、褥瘡マネジメント加算Ⅰ（４円）に変更となります。

・口腔衛生管理加算Ⅱについては、1ヵ月に1回を限度として1月に114円加算されます。

・排泄支援加算Ⅰについては、1ヵ月に1回を限度として1月に11円加算されます。

・科学的介護推進体制加算Ⅱについては、１ヵ月に１回を限度として１月に53円加算されます。

・介護給付サービスによる加算の種類は、職員配置等により変動する場合があります。

看護体制
加算(Ⅰ)

単位

4

      　　　　　料金表（2023年4月1日～）

個室

若しくは

２～４人部屋

＋
日常生活継続支援

加算

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

単位

36

＋
看護体制
加算(Ⅱ)

単位

8

＋

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

＋
夜勤職員

配置加算(Ⅰ)ロ
単位

13

＋
介護職員処遇
改善加算Ⅰ

単位

１割負担分 ２割負担分 ３割負担分

所定単位数×8.3％ 所定単位数×8.3％の1割分 所定単位数×8.3％の2割分 所定単位数×8.3％の3割分

＋
介護職員等特定
処遇改善加算Ⅰ

単位

食事代
（食材料費、調理費等）

第４段階

¥1,445

所定単位数×2.7％ 所定単位数×2.7％の1割分 所定単位数×2.7％の2割分 所定単位数×2.7％の3割分

＋
介護職員等ベースアップ

等支援加算

単位

＋

居住費
（光熱水費等）

所得段階
居住費
（個室）
居住費

（2～4人部屋）

所定単位数×1.6％ 所定単位数×1.6％の1割分 所定単位数×1.6％の2割分 所定単位数×1.6％の3割分

＋


